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管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年４月１２日 

 

東海市公平委員会委員長 坂 野 友 昭 

 

東海市公平委員会規則第１号 

 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 

管理職員等の範囲を定める規則（昭和４４年東海市公平委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１市長部局の項中「主任指導臨床心理士」を「主任指導心理士」に改める。 

別表第２福祉事務所の項中「、部長」を削り、同表清掃センターの項中「清掃セン

ター」を「リサイクルセンター」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


